
 

◇ 次ページの注意事項等を確認し、楷書で、ハッキリと記入してください。 

◇ 口座振替の開始は、原則として任継加入の３カ月目からです。 
加入当初の保険料（２カ月分）は、健保発行の納付書で振り込んでください。 

◇ 保険料の口座振替日は毎月２６日（休日の場合翌日）です。前日までに口座残高

の確認をお願いします。（５月分保険料＝４月２６日口座振替） 

金融機関への「届出印」であることを確認

し、鮮明に押印してください。 
※印鑑相違等が有った場合、口座振替の開

始月が遅くなるため、遅れた月数分の保

険料を追加で振り込む必要が生じます。

ご注意ください。 

口座振替の金額は、 
保険料＋振替手数料です。 



 

 


